
～税務署からのお知らせ～
　『令和6年1月からの源泉徴収事務について』
　令和6年分の源泉徴収事務については、大きな改正事項は
ありません。令和6年分の｢源泉徴収税額表｣の税額については、
令和5年分から変更はありません。
国税庁ホームページの｢年末調整がよくわかるページ｣において、
年末調整時に必要な各種申告書など様々な情報を提供していま
すので、是非ご利用ください。

令和 6年 1月 1日から
ルールが変わります！

電子取引のデータ保存はご存じですか？

詳しくは、同封のリーフレットをご覧ください。


